
　　平成１７年３月２９日に金融庁より公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に

　関するアクションプログラム」に基づき、「地域密着型金融推進計画」を策定しました

　のでお知らせします。

　　当金庫は、「郷土の繁栄に心から奉仕する」という経営理念の下、１５年～１６年度

　の集中改善期間からのメインテーマであり地域そして当金庫の持続可能性確保のための

　「事業再生・中小企業金融の円滑化」及び「経営力の強化」につきましては、前回のア

　クションプログラムを踏襲し、引き続き地域密着の金融機関の使命として最大限の努力

　をし、実績を積み上げて参ります。



「地域密着型金融推進計画」に基づく個別項目の取組みの要約

１７年度 １８年度

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

（１）創業・新事業支援機能等の強化
・創業、新分野進出の情報源として、新庄バイ
オマスセンター及びその支援する市民組織と
連携

・左記の連携の強化

・「コミュニティビジネスローン」「ＮＰＯローン」
のＰＲと促進

・「ＢＢＳ紹介運動」というネットワーク上の社内
掲示板を使った創業・新事業支援案件の発掘

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 ・地元企業の認識を高めるためのフォーラム
や勉強会を県・市と共に行う（会場として当金
庫ホールを提供）
・企業再生支援講座への参加、公認会計士に
よる研修会の開催

（３）事業再生に向けた積極的取組み

（４）創業・新事業支援機能等の強化 ・「コミュニティビジネスローン」「ＮＰＯローン」
のＰＲと促進

・利用促進を図る

・動産・債権譲渡担保融資（売掛債権担保融
資）の事例を庫内研修等で、情報共有し、その
活用性を研究

・研修会で勉強会開催

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 ・苦情処理取扱規定及び営業店苦情対応の
手引により、すでに体制の強化を行っており、
現状の取組みを維持していく

（６）人材の育成 ・外部研修の融資推進講座、目利き能力養成
講座へ職員派遣

・人材育成のための２級ＦＰ技能士程度の知
識・経験修得努力に関しては、３．「地域の利
用者の利便性向上」（３）地域の利用者の満足
度を重視した金融機関経営の確立を参照

２．経営力の強化
（１）リスク管理態勢の充実

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上 ・中小企業信用リスクデータベースの提供する
財務指標平均値やデフォルト率等の統計情報
を活用

（３）ガバナンスの強化 ・通常総代会の外に、総代との懇談会を検討

・半期毎のディスクロージャーをディスクロー
ジャー誌及びホームページにおいて開示

・平成１７年度上期については、
平成１７年１１月頃迄公表

・平成１８年度上期について
は、平成１８年１１月頃迄公表

（４）法令遵守（コンプライアンス）態勢の強化 ・個人情報保護法を含めた、基本的な考え方
や遵守基準を全職員に徹底周知

（５）ＩＴの戦略的活用 ・導入済の各システムを洗い直し、稼動状況を
把握し、現行システムの有効活用･活性化を

（６）協同組織中央機関の機能強化（市場リスク管理態勢） ・有価証券リスクに関し金利・価格変動・為替
リスクの分析・検討を行いリスク量の軽量化に
努める

３．地域の利用者の利便性向上
（１）地域貢献に関する情報開示 ・CSR（企業の社会的責任）の観点を踏まえた

情報開示の検討
・開示項目や開示方法の検討

（３）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 ・「２級ＦＰ技能士資格」取得率を高め、顧客
（個人や小規模事業者）に対する個人資産相
談業務及び資産設計提案機能の提供ができ
るよう、知識・経験の習得推進を行う。また、税
理士、社会保険労務士等、専門家による勉強
会、職員自身による勉強会開催

・税理士、社会保険労務士等、
専門家によるＦＰ勉強会、職員自
身による定期的な研修会開催

・左記の取り組みの継続

・「顧客モニター制度」は、各店２名ずつ顧客を
選定し、全店２０名程度で平成１７年１２月末ま
でスタート

・「顧客モニター制度」における顧
客の選定。平成１７年１２月末ま
でスタートのための体制構築

（４）地域再生推進のための各種施策とその連携 ・山形大学の企業向勉強会に、当金庫のホー
ルを提供。

・「創業・新事業支援等ローン」(ＮＰＯサポート
ローン・創業支援コミュニティビジネスローン
「街のお手伝い」等)のＰＲ・件数増加

・利用促進を図る

・地域再生のための当金庫独自の商品を検討 ・左記の取り組みの検討

・山形大学と連携し、地域啓蒙活動の実施
・市町村職員、商工会議所・商工会、企業関係者と同大学地域
共同研究センターの若手研究者との意見交換

・左記の取り組みのための体制作り

・半期毎の相談・苦情処理等の集計及び分析
・分析結果についての改善策検討と情報交換
・職員への周知及び研修

・活用方法を検討し、利用促進を図る

・コンプライアンス責任者研修は年間2回実施、各部店内研修は
各部署単位で月２回以上実施、臨店指導は年間２回実施予定

・左記の取り組みの継続

・左記の取り組みの推進

・半期毎の相談・苦情処理等の集計及び分析
・分析結果についての改善策検討と情報交換
・職員への周知及び研修

・自己資本比率算出における分母要因対策と
して、貸出の小口分散化推進、３ヶ月以上延
滞債権の軽減を図る
・オペレーショナルリスクに関しては、基礎的手
法を選択するための工程表を作成、過去３年
間の粗利益を算出着手の検討

・左記の取り組みの検討

スケジュール
項　　　　　目 具体的な取組み

・多様な事業再生手法の活用として、中小企
業基盤整備機構、地方自治体、県内各金融機
関が協調して設立する、既存企業の第二創
業、資金・業務支援を目的としたファンドの組
成、活用を検討

・中小企業基盤整備機構の「中小企業会計啓発セミナー」を開催
し、取引先や職員に対する再生・成長情報の提供、共有

・左記の取り組みの強化

・山形大学と連携し、地域啓蒙活動の実施
・市町村職員、商工会議所・商工会、企業関係者と同大学地域
共同研究センターの若手研究者との意見交換
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